
公  告 
 

長崎県有財産の売却（郵送等による一般競争入札） 
 
下記県有財産を一般競争入札（郵送等による入札）により売り払いますので、地方自治法施行令（昭和 22年政

令第 16号。以下同じ。）第 167条の６及び長崎県財務規則（昭和 39年長崎県規則第 23号）第 93条の規定に基づ
き公告します。 
 

令和７年 11月 13日 
                           長崎県知事 大石 賢吾 
 

１ 売却する物件 

物件 

番号 

財産の 

名 称 

所在及び 

地  番 

区分 種目 

構造 

実測面積 

(㎡) 

最低売却価格 

（円） 

R07 職厚

01 

職員独身寮 

（明誠寮） 

平戸市田平

町大久保免

字薮田 1305

番 4 

土地 宅地 1195.15 8,370,000 

R07管02 
伊良林アパ

ート 

長崎市彦見

町 376番 77 

土地 

建物 

 

宅地 

コンクリートブロック造

陸屋根 2階建 

189.31 

114.48 

 

5,940,000 

R7 道維

01 

廃道敷 

（旧一般県

道昭和馬町

線） 

長崎市西山

3 丁目 191

番 33 

土地 公園 238.16 19,580,000 

R07 用地

01 

旧用地基金

保有地 

(佐世保市相

浦町) 

佐世保市相

浦町 1649

番 

土地 宅地 117.65 2,450,000 

R07 用地

02 

旧用地基金

保有地 

（長崎市平

山町） 

長崎市平山

町 1163 番

1、1172 番

1、1173 番

1 

土地 雑種地 512.71 7,620,000 

R7 教環

01 

長崎明誠高

校  

公舎 

長崎市西海

町字江保崎

1776番 343 

土地 

建物 

 

宅地 

鉄筋コンクリート造陸屋

根 2階建 

654.54 

220.02 

 

328,000 

R7 教環

02 

佐世保商業

高校 公舎 

佐世保市瀬

戸越 1丁目

1945番 2 

土地 宅地 314.50 9,150,000 

R7 教環

03 

佐世保中央

高校 公舎 

佐世保市小

島町 433 番

1 

土地 

建物 

建物 

宅地 

木造セメント瓦葺 2階建 

木造セメント瓦葺 2階建 

531.33 

92.52 

92.52 

12,660,000 

https://yahoo.jp/zweepY7
https://yahoo.jp/zweepY7
https://yahoo.jp/zweepY7
https://yahoo.jp/zweepY7
https://yahoo.jp/2AskpL
https://yahoo.jp/2AskpL
https://yahoo.jp/GgMTdZ
https://yahoo.jp/GgMTdZ
https://yahoo.jp/GgMTdZ
https://yahoo.jp/vCeKuJ
https://yahoo.jp/vCeKuJ
https://yahoo.jp/vCeKuJ
https://yahoo.jp/6FU-eW
https://yahoo.jp/6FU-eW
https://yahoo.jp/6FU-eW
https://yahoo.jp/6FU-eW
https://yahoo.jp/6FU-eW
https://yahoo.jp/DNvPV7
https://yahoo.jp/DNvPV7
https://yahoo.jp/DNvPV7
https://yahoo.jp/xn-_ZL
https://yahoo.jp/xn-_ZL
https://yahoo.jp/xn-_ZL
https://yahoo.jp/FZ3CZ8
https://yahoo.jp/FZ3CZ8
https://yahoo.jp/FZ3CZ8


R07 長警

01 

早岐警察署

権常寺職員

公舎 

佐世保市権

常寺町 893

番 19 

土地 

建物 

物置 

宅地 

木造セメント瓦葺平家建 

木造スレート葺平家建 

246.36 

79.49 

3.31 

8,430,000 

R07 長警

02 

時津警察署

浜田職員公

舎 

西彼杵郡時

津町浜田郷

字長田 

692番 5 

土地 

建物 

 

建物 

 

物置 

物置 

物置 

宅地 

コンクリートブロック造

陸屋根 2階建 

コンクリートブロック造

陸屋根 2階建 

木造スレート葺平家建 

木造スレート葺平家建 

木造スレート葺平家建 

865.89 

108.10 

 

270.24 

 

9.93 

6.62 

3.31 

36,850,000 

※ 最低売却価格は、あらかじめ長崎県が定めた予定価格で、これを下回る価格では売却できません。 

 

◎ 売却する物件に関するお問い合わせ先 

上記 No.1     ：職員厚生課 厚生班 TEL:095-895-2161 FAX:095-895-2251 

上記 No.2    ：管財課 管理班 TEL:095-895-2181 FAX:095-895-2553 

上記 No.3     ：道路維持課 管理班 TEL:095-894-3142 FAX:095-820-0683 

 上記 No.4,5   ：用地課 調整・管理班 TEL:095-894-3121 FAX:095-894-3465 

 上記 No.6～8  ：教育環境整備課 県立学校施設班 TEL:095-894-3325 FAX:095-894-3471 

上記 No.9,10 ：装備施設課 管財係 TEL:095-820-0110(内線 2290) FAX:095-826-3488 
 
２ 競争入札参加資格 

どなたでも参加できます。ただし、次の方は入札に参加できません。 
(1) 地方自治法施行令第 167条の４第１項各号のいずれかに該当する者。なお、被補助人、被保佐人又は未成
年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第１号の規定に該当しない者である。 

(2) 地方自治法施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、３年を限度とし
て知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人とし
て使用する者。 

(3) 長崎県暴力団排除条例（平成 23年長崎県条例第 47号。以下同じ。）第 33条第 7項の規定に該当する者。 
(4) この公告の日から１０の開札の期日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱
に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者。 

 
３ 入札参加条件 

入札に参加しようとする者は、次の期限までに、公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請
求書兼口座振替依頼書（様式第３号。以下「参加申込書」という。）に次の書類を添えて提出しなければならな
い。不備等がある場合は入札に参加することができない。 
なお、参加申込書は、契約予定者（共有名義で申し込む場合にあっては、共有合意書（様式第 10号）で定め

た代表者）を申込者として申し込むこと。（代理人による参加申込はできません。） 
また、参加申込書に記載する入札保証金の額は、最低売却価格の１００分の１０以上の金額（円未満切り上

げ）でなければならない。 
【添付書類】 

  ・申込者の印鑑証明書（印鑑登録証明書）※共有名義で申し込む場合は共有者全員分 
  ・共有合意書（様式第 10号）※共有名義で申し込む場合のみ添付 
  ・誓約書 ※共有名義で申し込む場合は共有者全員分 

※提出する添付書類は、入札参加申込日の前３か月以内に発行（作成）されたものとすること。 
【提出方法及び期限】 

令和７年１２月１０日（水）１７時（必着）で、郵送又は持参によりに提出すること。 
※郵送の場合は、簡易書留等配達が確認できる方法で送付すること。なお、県の休日（土曜日、日曜日、休
日等）は、持参による提出はできません。 

【提 出 先】 
〒８５０－８５７０  長崎市尾上町３番１号 

                長崎県 総務部 管財課   宛 「県有地売却一般競争入札参加申込書在中」 
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４ 入札案内書等の配布・契約条項の提示場所 
    （期 間）この公告日から令和７年１２月１７日（開札の前日）までの期間（土曜日、日曜日、休日等の県

の休日を除く。) 
    （場 所）長崎市尾上町３番１号 長崎県 総務部 管財課 
 
５ 入札書及び契約の手続において使用する言語並びに通貨 
  日本語及び日本国通貨 
 
６ 現地説明会 

現地説明会は、実施しない。 
売却する物件については、現状での引き渡しとなるため、事前に入札物件をご自身で確認し、現況及び諸規

制を熟知したうえで入札すること。 
  なお、物件の地下埋設物調査、地盤調査及び土壌調査は行っていません。 
 
７ 入札保証金に関すること 
(1) 入札保証金の納付 

  ① 入札に参加しようとする場合は、最低売却価格の１００分の１０以上の金額の入札保証金を納付しなけ
ればならない。 

② 入札保証金は、参加申込書の提出後において県から送付される保管金払込書により、入札書の提出に間
に合うよう長崎県の公金取扱銀行（十八親和銀行）において納付すること。 

③ 入札に当たっては、入札保証金を納付した際の領収証書の写しを入札書とともに提出する必要があるこ
と。 

 (2) 入札保証金の返還 
入札保証金は、落札者を除くほか、参加申込書の還付請求書に基づいて、指定された銀行口座への振込み

により、後日還付する。なお、振込みには開札終了後２週間程度要することがある。 
 
８ 郵送等による入札の方法 
(1) 入札書の提出 
① 入札参加申込者（共有名義とする場合は、共有合意書で定めた代表者。）を入札者として入札すること。
（代理人による入札はできません。） 

② 入札者は、入札書（様式第６号）に所要事項を記入して記名押印し、「入札書在中」、入札する財産の名
称及び入札者名を記載した入札用封筒に入れて封印すること。（入札用封筒には入札書のみを入れること。） 

③ ②の入札書が封印された入札用封筒及び入札保証金を納付した際の領収証書の写しを、次の期限までに
郵送又は持参により提出すること。 
【提出期限】 

令和７年１２月１７日（水）１７時（必着） 
※郵送の場合は簡易書留等配達が確認できる方法で送付すること。なお、県の休日（土曜日、日曜日、
休日等）は、持参による提出はできません。 

【提 出 先】 
〒８５０－８５７０ 長崎市尾上町３番１号 

               長崎県 総務部 管財課   宛 
                         「県有地売却一般競争入札 入札書在中」 
(2) 入札における注意事項 
① 入札書は、黒インク等消えにくいもので明確に表示し、誤記又は脱字のため加除したときは、その箇所に
押印してください。ただし、金額の訂正は認めません。 

② 入札用封筒は必ず封印してください。（入札用封筒が封印されていない場合は、入札は無効となります。） 
③ 入札者は、その理由のいかんにかかわらず、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはでき
ません。 

  ④ 天災地変、その他やむを得ない事由で入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札
の執行若しくは開札を延期し、又は入札若しくは開札を中止することがあります。この場合の損害は、各
入札者の負担とします。 

 
９ 無効入札に関すること 

次に掲げる場合は，その入札は無効とする。 
(1) 入札書が所定の日時までに到達しないとき。 
(2) 入札書が入札用封筒に封印された状態で提出されなかったとき。 
(3) 入札用封筒の中に複数の入札書が入っているとき。 
(4) 入札用封筒に、入札する物件名及び入札者の氏名の記載がないとき。 
(5) 公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 



(6) 入札者が法令の規定に違反したとき。 
(7) 入札者が連合して入札をしたとき。 
(8) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 
(9) 入札者が契約担任者の定めた入札条件に違反したとき。 
(10) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金を納付した際の領収証書の写しの提出がない者の
した入札であるとき。 

(11) 入札者が同一事項に対し２以上の入札をしたとき。 
(12) 入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき（押印してある印鑑が印鑑登録済みの印鑑でない場合
を含む。）等入札者の意思表示が確認できないとき。 

(13) 誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 
(14) 入札書の首標金額が訂正されているとき。 
(15) 最低売却価格に達しない金額で入札したとき。 
(16) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 
 

10 開札 
 (1) 開札の期日及び場所 
  開札は、入札がなかった物件を除き、次の期日及び場所で行う。 

期日及び場所 時間 物件番号 財産の名称 

 

（期日） 

令和７年１２月１８日（木） 

（場所） 

長崎県庁行政棟５階５０３会議室 

 

１０：００ R07職厚 01 職員独身寮（明誠寮） 

１０：３０ R07管 02 伊良林アパート 

１１：００ R7道維 01 廃道敷（旧一般県道昭和馬町線） 

１１：３０ R07用地 01 
旧用地基金保有地 

(佐世保市相浦町) 

１３：３０ R07用地 02 
旧用地基金保有地 

（長崎市平山町） 

１４：００ R7教環 01 長崎明誠高校 公舎 

１４：３０ R7教環 02 佐世保商業高校 公舎 

１５：００ R7教環 03 佐世保中央高校 公舎 

１５：３０ R07長警 01 早岐警察署権常寺職員公舎 

１６：００ R07長警 02 時津警察署浜田職員公舎 

※ 開札当日が悪天候（大雨、大雪、台風接近等）等の場合は、開札を延期することがあるので事前に担
当部局に連絡してください。 

 (2) 開札の立会 
  ① 入札者又はその代理人は、開札に立ち会うことができる。この場合、開札に立ち会う者は、開札会場に

備えられた開札立会受付簿に住所、氏名その他の所要事項を記入すること。 
② 開札に立ち会う入札者又はその代理人がない場合は、この入札事務に関係のない県の職員を立ち会わせ
るものとする。 

 
11 落札者の決定方法等 
(1) 県が前もって設定した最低売却価格以上の価格で最高の価格をもって入札した者を落札者とする。 
(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、次の要領によりくじを行い、契約相手方を
決定するものとする。 
① 同価の入札書の受付順（受付日が同日の場合は、入札者の連絡先電話番号の下４桁の数値が小さい方を
先着とし、その番号が同じ場合は、この入札事務に関係ない県職員がくじを引き先着を決定する。）に０，
１，２・・・と番号を割り当てる。 

② あらかじめ入札書に記載された任意の３桁の番号（番号の記載がなかった場合は、入札者の連絡先電話
番号の末尾３桁の番号）を入札者のくじ番号とする。 

③ くじ番号の合計を同価の入札者数で割った余りを求める。 
④ ③で求めた余りと①で割り当てた番号が一致する入札者を契約相手方とする。 

(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に
基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかである場合は、落札決定を取り消すものとする。（落札
決定の日から７日以内） 

 (4) 開札結果の通知 
  開札結果は、開札に立ち会った入札者又はその代理人には開札会場で公表することにより通知し、その他
の入札者には電話等により通知する。また、落札された物件については、落札者（個人・法人の別）、落札金



額及び応札者数を県の管財課のホームページに速やかに掲載する。 
 
12 契約条件 
(1) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付しなければならない。た
だし、入札保証金を契約保証金に充当する場合は、入札保証金の金額をもって、契約保証金とすることがで
きる。 

(2) 落札者は、落札決定の日から５日以内（県の休日を除く。）に売買契約を締結し、契約締結の日から 30日
以内に売買代金を納付しなければならない。 

(3) 売却する物件については、契約書において売買契約締結の日から５年間、次に掲げる条件を付すものとす
る。 
① 落札者は、売買物件を長崎県暴力団排除条例第２条第３号に定める暴力団事務所の用に供し、又は供さ
せてはならない。 

② 落札者は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）
第２条第１項に規定する風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する業の
用に供し、又は供させてはならない。 

(注) 上記①又は②の条件に違反した場合は、売買代金の３割に相当する金額を違約金として長崎県に支払
わなければならない。 

 
13 入札結果の公表に関すること 
(1) 公表事項 

    入札結果の公表については、次に掲げる事項について行うものとする。 
  ① 入札日 
  ② 物件番号 
  ③ 所在地 
  ④ 区分（土地、建物等の区分） 
  ⑤ 数量（土地の面積、建物の床面積等） 
  ⑥ 最低売却価格 
  ⑦ 応札者数 
  ⑧ 契約金額 
  ⑨ 契約者の法人・個人の別 
(2) 公表時期及び公表期間 

落札が決定したものについては、入札経過を整理のうえ遅滞なく公表するものとし、その期間は、契約を
締結した日（契約締結に至らなかった場合は、その旨を通知した日）の翌日から起算して１年が経過する日
までとする。 

 
14 その他注意事項 
  契約に関する費用、所有権移転登記に要する費用等は落札者の負担とする。 
 
 ◎この公告に関するお問い合わせ先 
      長崎県 総務部 管財課 財産活用班 
        電 話 （０９５）８９５－２１８６（直通） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（参 考） 
 
 【地方自治法施行令第１６７条の４第１項 抜粋】 
   普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する

者を参加させることができない。 
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第 32条第１項各号に掲げる
者 

 
 【地方自治法施行令第１６７条の４第２項 抜粋】 
   普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められる

ときは、その者について３年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理
人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 

  一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関
して不正の行為をしたとき。 

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは
不正の利益を得るために連合したとき。 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 
四 地方自治法第 234条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたと
き。 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づ
き過大な額で行つたとき。 

七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結
又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

 
 【地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第２３４条の２第１項 抜粋】 
      普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結し

た場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保
するため又はその受ける給付の完了の確認（給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行
なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。）をするため必要な監督又は検査をし
なければならない。 

 
【長崎県暴力団排除条例 抜粋】 
（公表等） 
第３３条 
７ 知事は、第３１条第２項の勧告又は同条第３項の規定による契約解除の要求を受けた者が、正当な理由
がなく当該勧告等に従わないときは、規則で定めるところにより、相当の期間を定めて県が行う入札に参
加させないこと等の必要な措置を講ずることができる。 

 
【長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱 抜粋】 
（各種契約等からの排除措置） 
第４条 知事は、法人等（有資格者等を含む。以下同じ。）が別表１に掲げる措置要件のいずれかに該当する
と認めるときは、審査会の審議を経て、各該当要件に定められた期間、当該法人等を県が行う各種契約等
から排除する措置を行うものとする。 

２ 前項の措置を行った場合は、「長崎県不当要求行為対策要綱」に定める不当要求行為対策委員会に報告す
るものとする。 

（各種契約等からの排除措置の公表） 
第５条 知事は、法人等に対し各種契約等からの排除措置を講じたときは、これを公表するものとする。 
（法人等への通知） 
第６条 知事は、各種契約等からの排除措置を講じたときは、当該法人等に対しその旨を別紙様式１により
通知するものとする。 

（一般競争入札からの排除） 
第７条 契約担任者は、一般競争入札を行うに当たり、各種契約等からの排除措置を受けている法人等の入
札参加を認めてはならない。 

２ 契約担任者は、入札参加を認められた法人等が契約の締結までの間に各種契約等からの排除措置を受け
たときは、その者の入札参加資格を取り消し、又は契約の締結を行わないものとする。 

３ 前項の規定に定める措置は、予め入札公告において周知するものとする。 



４ 契約担任者は、前２項の規定により入札参加資格を取り消したときは、入札参加資格を取り消した相手
に通知するものとする。 

 
別表１ 

措  置  要  件 期      間 

１ 法人等が、暴力団等である場合又は暴力団等が法人
等の経営に事実上参加していると認められるとき。 

通知日から６か月以上１２か月以内、か
つ当該措置要件に該当しないことが確
認できるまで。 

２ 法人等が、業務に関し、不正に財産上の利益を得る
目的、又は第三者に損害を与える目的で暴力団等を利
用したと認められるとき。 

通知日から２か月以上６か月以内、かつ
当該措置要件に該当しないことが確認
できるまで。 

３ 法人等が、いかなる名義を持ってするかを問わず、
暴力団等に対して、金銭・物品その他財産上の利益を
不当に与えたと認められるとき。 

通知日から２か月以上６か月以内、かつ
当該措置要件に該当しないことが確認
できるまで。 

４ 法人等が、暴力団等と社会的に非難される関係を有
していると認められるとき。 

通知日から２か月以上６か月以内、かつ
当該措置要件に該当しないことが確認
できるまで。 

５ 法人等が、暴力団等が経営若しくは運営に実質的に
関与している者又は４に該当する者であることを知
りながら、当該者と契約を締結したと認められると
き。 

通知日から２か月以上６か月以内、かつ
当該措置要件に該当しないことが確認
できるまで。 

６ 有資格者等が、暴力団等から不当要求を受けたにも
かかわらず、警察へ届け出なかったとき。 

通知日から２か月以上４か月以内。 

７ 県との契約に関し、有資格者等が、暴力団等から不
当要求を受けたにもかかわらず、警察に届出をせず、
かつ県へ報告しなかったとき。 

通知日から２か月以上４か月以内。 

 


